
 

大学院生の権利を擁護するとともに、正当

な「共同研究」「共著論文」の価値を守れ！ 
 

平成 28年 5月 25日付で「国立大学法人福岡教育大学研究活動不

正調査委員会による予備調査結果について(通知)」（福教大連携第

105号）、そして、6月 20日付で出された通知（福教大連携第 157

号）の内容には重大な問題があり、到底看過することはできません。 

したがって、本日、組合は、櫻井孝俊学長に対し、「「教員の研究

不正」に関する調査結果に対する抗議」を提出し、先に福岡教育大

学研究活動不正調査委員会が行った調査の主要な問題点を指摘した

上で厳重に抗議しました。 

本案件は、国内外の研究機関において日常的に行われている「共

同研究」、そして、その成果の公開である「共著論文」というものと

は完全に次元の異なるものであり、ただの「研究不正」以外の何物

でもありません。我々は、国内外の研究機関で正常に実施されてい

る「共同研究」や、その成果としての「共著論文」は、当然正当に

評価されるべきであると考えています。そして、そのためにも、今

回摘発したような「似而非(エセ)共同研究」「似而非(エセ)共著論

文」が、今後、あらゆる研究の場から一掃されるべきであると思っ

ています。 

そして、大学院生が、自らの能力と努力によって行った研究の成

果は、大学院生自身の業績であるというごく当たり前の事実を再確

認することで、指導教員に対して弱い立場にある大学院生の研究者

としての「権利」を擁護していかねばなりません。 

 組合では、この抗議に対する櫻井学長の対応を見極めた上で、さ

らなる追及の方策を検討しています。 

 

福岡教育大学の、高等教育機関として

の存在意義が問われています。 
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